
 
平成 22 年国勢調査の推進体制 （案） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

各府省連絡会議 

国勢統計実務検討会 全国協力者会議 

 都道府県協力者会議 
（都道府県、政令市） 

平成 22 年国勢調査 

実   施   本   部 

調査実務に関する地方

公共団体との検討 

（各府省間の連絡協議） 

（総務省） 

実施本部事務局 
(事務局長:統計局長) 

新 宿 庁 舎 

本庁舎分室 

企画に関する検討会 
（有識者検討会） 

企画・実施・公表に関する外部

知見を得ること 

都道府県実施本部 

 

市町村実施本部 

副本部長 
(総務事務次官、総務審議官) 

本部長代理 
(総務副大臣、総務大臣政務官) 

本 部 長 
(総務大臣) 

調査企画関係 

（統計局） 

製表企画関係 

（統計センター） 

本  部  員 
(省議構成員) 

研究機関、学会、エコノミス

トなど 

経済界、メディア界、教育・

福祉・住宅管理関係団体など 

調査結果の利用を通じて

調査の重要性を周知する

こと 

調査実施に関する協力を

得ること 
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